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1．問題の限定一「自己肯定感」をめぐる自明性と多義性

「自己肯定感」は，自明性と多義性を持つ用語である．

「自明性」があるというのは，自己肯定感という「形式的」目標を設定することはざしあたりは正しい，と了

解されるからである．しかし，自己肯定感の意味することに関しては，論者によって力点の置き方が異なってい

る．自己肯定感の「内実」をどのように厳密に規定するのか，それは「多義性」と暖昧さとを含んでおり，その

整理は必ずしも容易な作業ではない．

たとえば，「非行」克服と自己肯定感は，結びつけて主張されることは多い．1970年代から８０年代にかけて中

学校における「非行」問題に尽力し，「ツッパリは“ブリキの勲章，，にすぎない」と主張した能重真作は，以下

のように述ぺている．「非行とは自暴自棄の姿だと考えているのです.」「疎外感の強い今日の子どもには，わた

しは徹底した自己愛を教えることが，何よりも大切なことだと思っています.」ｌ

近年，ドラッグ問題に取り組み，「夜の街」で青少年と対話を続け「夜回り先生」と呼ばれている水谷修も，

次のように述べている．「買春きれていく子どもたちに共通しているのは，異様な寂しきと自らに対する自信喪

失です．・・・子どもたちをきちんとほめてあげることで，自分への自信を持たせることができれば，すぐに防ぐ

ことができると考えています.」２

「引きこもり」青年に光を当てるカウンセリングを行っている富田富士也は，以下のような「ひきこもる」子

どもの訴えを紹介している．「子どもはいつも，親や先生に，自分の成長をプレゼントしたいと思っているのに，

大人はそのことを，いつも信じてくれない.」「先生，自信は，自分がつけるものではなく，他人がつけてくれる

ものではないですか.」３

能重がいう「自己愛」とは，自分を大切にする，といった意味合いであり，自己肯定感と言い換えてもよい．

水谷のいう「ほめる」「自身を持たせる」ことは，自己肯定感を育てる指導の大原則である．富田の主張からは，

自己肯定感にとっての「他者との応答」関係の重要性がうかがえる．これらの主張のうちに「自明性」と「多義

性」をうかがうことができるが，実践的意義と有効性については，一定の合意が得られているといってよいであ

ろう．

このように，自己肯定感とは，その重要性が幅広く認知きれてはいるが，厳密に定義ざれ共通の広場で用いら

れるには至っていない概念なのである．この概念をめぐっては，学校教育だけに限定しても，以下のような論争

点が存在している．

自己肯定感は「ほめる」ことや「他者からの応答・評価」によって育つといわれているが，この「ほめる」

｢評価する」という指導の有効性をめぐる問題．

ほめることの指導論的意義は認めるとしても，ほめることで何を育てるのか，ほめることで育てるべき子ども

像とは何かという，評価に内在する思想性・政治性の問題．

「ほめる」ことを第一にという問いの立て方を疑う，つまり説得や合意を「ほめる」ことの上位に置けるのか

という問題．

自己実現・自己啓発・にころのブーム」など，個人の心理が「市場化」される状況で，「ポジティブ・シンキ

ング」「プラス志向の評価」を推進するだけでは，社会問題が個人主義化きれる危険性が生じるという問題．

自己肯定感はナルシズム・自己愛に倭小化されるという「両刃の剣」的性格を持つが，これが優性思想や愛国
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心と結びつく問題．

今概略的に列挙してみた問題は，どれも重要なものであり，相互に関連している．「自己肯定感」という用語

に関していえば，それを用いる学問分野のきわめて広範であり，自信，誇り，自尊心，存在の肯定，など似か

よった用語も多い．」それゆえ，この用語自体を学術的あるいは学説史的に整理するには，大きな労力と高い能

力とが要求きれる．そこで本論では，いくつかの注目すべき実践例を手がかりにして，現在教育界に浸透してい

る「競争原理」との対時という観点から考えてみることにする．

2．「ほめる」ことと自己肯定感

自己肯定感を育てるために「指導と評価の一体化」を主張した吉本均は，「指導的評価活動」という教授学

キーワードを提唱した．耐彼が強調したのは，「荒れる」子どもの「荒れない」部分，－人の中の「二人の自分」
、

＝「もう一人の自分」を見る子どi()感（感性）であり，教師と子と゛もとの間の相互応答・評価の関係づくりであ

る．この「あてにする＝あてにぎれる」という応答関係を通しての実感される「アイデンティティ」や「居場

所」感覚などにも言及している．その際にうちだされた実践指針が「肯定の発見」「達成感の獲得」などである．

吉本の「指導的評価活動」論のすぺてにわたって論述することはできないので，先の２点「肯定の発見」「達成

感の実感」にかかわって，その意義を確認しておきたい．６

「指導的評価活動（ねうちづけ)」とは，教えた「結果」に生じる子どもにおける達成を「測定」することでは

ない．教師が教える「過程」で子どもの活動に共感しつつ，そのねうちを示し続ける「活動」である．「評価」

とは，子どもの活動への価値づけであり，ねうちづけである．「ほめる」力とは，子どもの肯定的なねうちを発

見する力であり，それは教師の「指導」力そのものなのである．「ほめるか，叱るか」という二分法的発想や「７

つほめて３つ叱る」という常識は，初めから考察の対象外となっている．教師にとってもっとも重要な概念であ

る「指導」の内実を深めるために，もっとも日常的であり，子どもと向かい合った以上避けられない「ねうちづ

け」という行為を検討することになったのである．

子どもは達成感とともに自立する．達成の事実とともに自己肯定感を抱くのであり，達成できそうな課題を順

次子どもに示していく必要がある．今，子どもと学級にとって何が課題なのか，どの課題なら達成可能なのか，

その見通しを描く力が指導力そのものなのである．「できない」ことの指摘・叱責が続くなら，子どもはすぐに

挫折感を獲得してしまう．皮肉な言い方が許されるなら，挫折感を与える方法は簡単なのである．象徴的にいえ

ば「できたことしか語らない｣，実践指針としては「否定の中に肯定を見る｣，これは「ほめる」ことがさほど重

要視されてこなかった現状を打開するために提起されたスローガンであった．典型事例は，授業における「応答

関係」の指導に見られる．話し方・聞き方，発表の仕方，討論の仕方など「応答関係」発展という教師の「願

い」は同時に子どもの「課題」であるわけで，それを111頁をおって示しつつ，その活動の中でねうちを指さし，ね

うちを広げていくのである．関係をきりむすぶ中で，「育てる」論理・技術・指針を前面におしだした，と評価

できる．

「ほめる」ことは，それ自体として行われるのではない．子どもの可能性・個性も，それ自体として存在して

いるのではない．教師の働きかけの中で実際に活動を仕組んでみないと，子どもの個性も価値も見えてこない．

少しの努力で．誰でもが．短期間で達成できる課題を提示するがゆえに，達成感を評価することが容易になるの

である．これらの指導については，今日でも十分妥当する意義を確認することができる．また，肯定の発見や達

成感の実感という原則をいっそう拡大・発展させるような多くの実践事例が報告されてきた．以下に紹介するよ

うに「指導」ということを考える際に学ぶべき成果も多い．

川野理夫は，「いいところがあったらほめる」というのは消極的な方法に過ぎない，「ほめることをつくってや

る」のが教師のしごとだ，と言いきっている．子どもが「楽しい」と感じ，「おもしろい」という発言が引き出

される授業づくりへの志向があってはじめて，ほめるべきよさが発見できる．たとえば文学作品に関する深い教

材解釈なくして，子どもの「浅い発言」も「つまずき」も評価できないのである．７たとえば，「どんぎつね」

の感想で「この物語は嫌いだ」という子どもの発言は，一見すると投げやりな感じがする．しかしよく聴いてみ

ると，この感想の真意は，「寂しい者同士が交わりあえない世界は嫌いだ」というこの作品の主題に迫るもの

だったのである．「かぼちゃのつるが」という「詩」の授業で「おもしろいところはないですか」という教師の

問いに「テンやマルがない」と答える子どもがいる．表面しか見ていないような感じの発言も，「植物の生命力
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を感じさせるために，一気に読ませる表現技法だ」と評価することができる．授業の質の向上，つまりは指導案

構想の充実とともに，子どもの可能性を発見し「ほめる」機会が増えていくのである．

大西忠治は，「達成というものは，するものではなくて，つくるものだと考えている」と主張している．「指導

とは常に学級集団の中に問題を発見し，それを子どもに投げかけることから始まる」のである．しかし，多くの

人々は，この点でつまずいてしまっている．「ベル着」が一般化するほど，日本の教師は学級の中に問題を発見

する力を失っているのかもしれない，と皮肉的に危倶していた．８「ベル着」とは，とりあえず始めてみること

の意義を言うための例であり，次の課題に進むための前提条件なのである．それは，話し方や聞き方や討論の仕

方や教科固有の学習方法など，学習規律の発展というさらなる課題に進むための手がかりなのである．また，達

成をつくるという時，「満点主義」の克服が語られる．「ローカを静かに」といった永遠の目標に陥ってはならな

いからである．いま・ここで，達成可能な課題を発見する力が，「ほめる」力と結びついているのである．「目標

というものは，集団の力量に応じた高さにしかかかげられないものだ」ということを，教師も子どもも学ぶべき

である．

評価活動（ほめて育てる実践）が自己肯定感の育成に貢献することについて論じてきた．「ほめる」ことは

｢形式原理」であり，「方向目標」である．また，「一般」教授学の立場からすれば，指導原則はすべて「形式的」

目標になることを避けられない．実はこの点にこそ，指導的評価活動の限界と課題が存在しているのである．９

ざらなる検討課題として，以下の３点を指摘したい．第１に，今，何がねうちとして共有できるのか，という

｢実質的」課題である．つまり，日本の社会と教育に浸透している新自由主義的な「競争原理」と対時し，それ

を相対化できるかという課題である．第２に，「ほめる」ことを単独で論じるのではなく，「総体的」視野のもと

でとらえる課題である．具体的には，子どもの声を「聴く」ことからほめることへつなげる，子どもの「失敗す

る権利」を承認する実践の構想である．第３に，「ほめる」ことより上位の指導方法があるのか，「ほめる」を包

括するような指導の論理があるのか，という課題である．以下，１１頂をおって検討していく．

3．「競争・正答・成果」の相対化

子どもの中の「もう一人の自分」を発見しよう，というだけでは，「ねうちが発見できる教師は立派な人」「発

見できない教師は努力不足」という結果になってしまう．「悪い子はいない，どこかによい点はあるはずだ」と

いう道徳的発想でも，授業妨害が続くなら，子どもに責任転嫁したり，自責の念に囚われたりする．形式的努力

目標が教師を追い詰める危険があることに留意しておかねばならない．川最低限の現状把握，子ども把握がない

と，実践の基本構想が立てられないのである．

この最低限のものが社会と学校全体に広く浸透している「競争原理」であり，子どもの中にしみこんでいる

｢恐'布」「不安」である．「ルールなき資本主義の暴走」と形容きれる時代，競争を至上命題とする「新自由主義」

の時代，「生き残り」という非人間的スローガンが一人歩きしている．この恐怖や不安の根源は，「自己選択」と

｢自己責任」のイデオロギーであるが，このもとでは，できないのは自分のせいだ，できない者は罰を受けても

仕方がない，という誤った観念が生じてくる．そこには，「優者」の傲慢と「劣者」の卑下，両者の分裂が生じ

る．俗に言う「勝ち組」と「負け組」の分裂である．「負け組」は将来が見えない不安と恐怖を抱え込んでおり，

｢勝ち組」とて現在のクラスから滑り落ちる不安と恐怖にさらされている．競争原理は，各階層すべてにわたっ

て深く浸透しているのであり，「みんな」不安なのである．

「強者」の中にも「傲慢と不安とが同居」していることについて，以下のように指摘されている．「｢突き落し

あい」競争のなかで居残ったものが，洗練きれた差別主義者というか，排他的な自立主義者へと自己をアイデン

テイフアイしていくのです．・・・競争的秩序にこだわり，競争を勝ち抜いてきた『強者』の子どもたちにして

も，・・・いつ落ちこぼれるかも知れないという不安に駆り立てられて競争しているのです．だから，その傲慢な

顔の裏には，落ちこぼれることに怯える不安に満ちた顔があるのです．だからこそまた，かれらは他者を敵視し，

攻撃し，排除しなければならないのです」ｕ

「できない者は報われない」という考えを逆手にとって，「がんばれば何とかなる」というおとなは，「強者の

論理」に囚われている．「自分ひとりでがんばればよい」というのは，「自分だけは救われよう」という僥倖を期

待する幻想にすぎないのであり，つながりを欠いた孤立的努力主義である．この無限大の努力主義と自己責任の

イデオロギーに起因する恐怖や不安が人々を追い詰めている．大人社会においては「過労・自殺」が，子ども社
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会においては「いじめ・自殺」が問題にされるが，この二つの悲劇は，深いところでつながっている．両者とも

｢助け」を求めることが困難であったり，「弱み」を見せることが避けられたりするからである．

子どもたちみんなが不安で疲れているため，「ストレスの蓄積」「自己肯定感の喪失」「攻撃性の増大」が広

がっていくが，これらは密接につながっている．「できてあたりまえ，完壁にできないとダメだ」という完壁主

義への強迫観念がストレスを生み，「強くあれ・個性を出せ，といわれても，どうしていいかわからない」とい

う無力感と自己否定感が生まれ，自分を否定・批判する者に対して自分を守るために「お前の存在がムカツクん

だよ」と攻撃的になるのである．子どもの生き辛さや悲鳴に耳を傾けることなく，一方において競争に自発的に

｢のってくる」子を育て，他方ではこれに反発して競争から「おりていく」子をソフトに管理しようとする傾向

が指摘されている．これを評して過酷な大競争への「選別教育」と心のセルフ・コントロールを訓練する「従属

教育」という二つの傾向といわれているが，結局のところ，子どもの中に「がんばり」と「あきらめ」の二極分

解が生じることになる．’２

新自由主義化における暴力と無力感の浸透について，中西新太郎は以下のように指摘している．’3新自由主義

的政治・経済状況は，社会「解体」と同時に社会「統合」を同時に求める，つまり，競争が激化すると「持てる

者」と「持たざる者」との格差が広がり，自殺・自己破産・高卒無業者・犯罪の進行，といった社会解体の危機

が生じる．だから，この社会的分裂を回避しようとして，強い国家，強い自律的個人，自己責任，「痛み」の引

き受け，といった社会統合が求められるのである．こうした状況の中で，「弱者」の不満・謬屈が蓄積きれてい

くが，それは支配層に向かうことはない．むしろ，「暴力は下方委譲」きれるのであり，若者の間に「無力感」

が浸透していくのである．彼らに対して社会的「弱者」や「敗者」であることを徹底して自認させ，内面化させ，

開き直りや反抗の回路を塞いでしまうのである．「強度に内面化きれた無力性は「無力であること』の『連帯」

を求めるのであり，他の人も同じように無力であり続けるよう要求するのである．・・・徹底して支配してかまわ

ない人間に人権を認めることは感覚的違和感を呼び起こすだけでなく，憤激の対象にすらなるＪ１イしたがって，

｢弱者」が連帯してたちあがる可能性が摘み取られてしまうのである．

弱者同士のいがみ合いは，自分の私生活だけを守るために治安を求め，自分とは「異質な」人を排除していく

という全体主義に気づかない「生活保守主義」とでもいうぺき風潮である．１５ざまざまな事件が起こるたびに，

少年に「心の闇」というレッテルを貼ったり，病名をつけたりして，安心し，思考停止状態に陥り，おとなの責

任を放棄している．「事件」からきちんと学ぶ以外に問題再発の防止策はないはずである．しかし，自分とは

｢異質な」恐い人が犯罪を犯すのだという発想では，「恐い」人を差別し排除しようという態度が生じる．そこで

は自称「正義の人」が被害者にならないための監視・管理のメカニズムしか働かない．自分が加害者にならない

ためにこそ事件から学ぶ，という態度が見られない．

自分の「弱さ」が同情ではなく軽蔑の対象となる時，自分を評価する者に対して絶対に弱みを見せないように

ふるまうようになる．このふるまいを中西は，何があっても平気でいようとする「平気感覚」と名づけた．１６そ

れは，精神的危機を回避しようとして獲得きれた手段である．無表情・無反応は感情の衰退ではなく，自己防衛

の作法である．

このような無力感と暴力の関連については，突如として問題視されたのではない．1980年代，竹内常一が，暴

力の問題について「非行」問題の文脈で説明していたことが想起きれるべきである．「自己の生命・人格をもて

あそばれ，ふみにじられてきたものは，他者の生命，人格に対してより破壊的・攻撃的になることによって屈辱

をのりこえようとする．いや，それを屈辱と感じる自己を摘み取り，抹殺しようとする．だから，被害者から加

害者に転じたものほど，無差別に攻撃をしかけ，人目に立とうとする．つまり，忠誠競争の先頭に立とうとする

のである．・・・１日軍隊と同じダイナミズムが働いているといえる.」'7癒きれない被害者へのケアーが不可欠な

のであり，暴力の連鎖を断ち切り，平和的に社会を製作する方法が強調されていたのである．

敵対的競争が進行するならば，「最も差別された子どもたちの中に，むしろ痛みや悲しみを失う状態」が生じ

ると，坂元忠芳は1980年代に起きた横浜「浮浪者」殺人事件に触れながら，次のように述べている．「浮浪者」

というのは，坂元も言うように，「失業した出稼ぎ労働者」というのが正しい．殺人を犯した中学生たちの多く

は，学校でも家庭でも大変不幸な扱いを受けている子どもたちであった．「自分が徹底的に差別きれている場合

に，『悲しみの喪失」や『痛みの喪失』さえ起こることを示しています．むしろ差別きれている人々に攻撃を向

けることによって，その人たちと本当は同じ気持ちを感じられるはずなのに，それとは全く反対のことが起こっ

たのです.」'８基本的に同じ運命にあって本来つながり合うべき人々の間で攻撃し合う悲劇が生じたのである．

新自由主義，競争原理，自己責任などについて繧々述べてきたが，その本質の解明が本稿の課題ではない．学
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校を取り巻く競争原理について不十分ながらも言及してきたのは，誤解を恐れずに言えば，安易に「ほめる」こ

との逆効果を危倶するからである．教師と子どもとの間には，厳密に言えは「権力」関係が存在している．教師

はこれに由来する上下関係・支配関係を自覚することを忘れがちであり，子どもは一方的に評価されるだけの

｢客体」になりがちであるがために，「ほめる」という行為は，「強者」「常識」「多数派」の側からなされる危険

性と隣り合わせである．教師の主観的ともいえる「善意」が，子どもにとっては「抑圧」「ストレス」「高すぎる

ハードル」とならないように，つねに思慮しておく必要がある．「明るさ」「がんばり」という常識的スローガン

だけでは，結局のところ序列化に手を貸し，過剰適応を煽ることにもなりかねない．

端的に言って，「競争，正答，成果」を相対化することに自覚的でありたいのである．さしあたり授業論的に

いえば，「学力向上フロンティア」に巻き込まれて，「できないよりはできたほうがよい｣，「とりあえず早くわか

るほうがよい｣，「早い.正しい.たくさん・がんばることに価値がある」といった正答主義や成果主義にとらわ

れた評価を避けることである．「とりあえず他人よりも努力して，いわゆる中流くらいの生活を得る」というこ

とが「勝つ」ことの内実として暗黙裡にイメージされていないだろうか．したがって，いわゆる抽象学力の獲得

やとりあえずの上級学校への進学でもって安心する傾向もあったのではないか．単純に「努力が報われる」のは，

高度経済成長という時代の産物だとも言えるのであり，高等教育と就職率が上昇し続けた時代だからこそ可能に

なったともいえる．抽象的「学力」の獲得が疑問視きれないならば，「競争と正答と成果」しか評価されないこ

とになる．「役に立たない」教養，「楽しくない」学習を不問にするならば，子どもの「努力」だけを評価し続け

るしか道は残されていないことになる．教師の「努力主義」は，教材研究と授業改革への道を閉ざすのである．

さらにこの背後には，小学校から大学まで「学ぶこと」と「働くこと」をどう結びつけるかという問題，国民的

基礎教養や学力の内実を大胆に再編成し，完成教育と準備教育の関係を根底から問い直すという問題も控えてい

ることを忘れないでおきたい．

ここで詳論はできないが，現実的には，「つまずき」「つぶやき」「遅さ」への評価が重要である．’９たとえば，

｢できれば間違わないほうがよい」という消極的まちがい観を克服する．「おそさ」は恥でも弱点でもなく「だま

されないための力を会得する」ための武器だという学習観を得る．子どもが失敗したときにこそ教師の出番があ

るという「失敗する権利」を保障する．

生活指導論や教育論一般に広げていえば，総じて「おとな自身」が問われているのである．おとな自身が「あ

たりまえ」「自明」としていた価値観を，子どもとの対話を介しながら吟味することが求められている．「勝つ」

｢幸福」「できる」とは何か．一見迂遠なようだが，こういう自明ともいえる価値観についての，徹底した吟味が

必要である．これらのものは，現代社会・おとな社会そのものへ根源的で刺激的な問いかけである．これらの問

いかけを一旦はくぐっておかないと，子どもと対話し・合意し説得することは困難になるように思われる．詳

細な検討は本論の課題を越えるのであるが，新谷開の以下のような実践構想には大いに学ぶべきであろう．

「私の実践は「生きていくことへの恐怖』が世代の苦悩であることに逆に立脚し，階層間の無理解や対立を乗

り越えさせ，同じ課題を抱えたもの同士として子どもたちを出会いなおきせることを通して，子どもたちの基本

的信頼感を充足し，『未来不安』『自己否定Ｍ人間不信」を共同して乗り越えさせようとするものだと自分では

思っている.」2o子どもたちの恐怖の背後にある新自由主義の本質は自己責任と競争である，と新谷は見定めて

いる．「きちんとしていないと捨てられる」「強くないと生きていけない」という脅迫と向かい合い，「誰が一番

強いか，正しいか」競争を「誰が一番わかるか，許せるか」競争に組み替える．

「あたりまえ」を問い直す，という構想で，彼の実践は，たとえば次のように進んでいる．「わたしの学級には

学級会を通さないで押し付けたルールは一つもない」というように，徹底した「合意形成」を実践の基幹にすえ

る．そして，「過剰適応で率先して教師の意図をくもうとする子どもよりも不適応気味で遠慮なく本音をぶつけ

てくれる子たちのほうがある意味指導しやすい．討議・討論を起こしやすいからだ」と述べる．多様な価値の並

存をめざし，違いは格差ではなく差異であると認識させ，違いの下に同じ課題や要求が隠れていることに気づか

せるためには，討議・討論は不可欠である．たとえば「宿題はなしにしてほしい」という要求には，「高学年で

学力差がついているから，全員一緒の宿題は意味がないので宿題は先生もだすつもりはないが，それなら自分に

あった学習をしていく必要がある」と課題を指摘する．その結果，「宿題は原則として出さないで自主学習でや

る．内容は一人ひとり先生と話し合って決める．授業の必要上宿題を出すときは必ず話し合う」と合意を形成し
ている．
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4．子どもの「失敗する権利」の保障

一般的にいって，評価活動は，子どもの「要求の先取り」である．子どもたちは，「今は騒いでいるが，本来

学びたがっているはずだ｣，「今は暴力的であったり，孤立したりしているが，心の底ではかかわりたがっている
、＼

はずだ」といった，子どもの欲求に対して信頼を置くことから実践を進めている．きちんと言語化きれてはいな
、、

い欲求に，人間的な要求の萌芽を見るのである．個々人の内面に潜んでいる欲求を，教師の評価活動によって学

級に広め，それを普遍的な価値をもつ要求に高めようとする．子どもの発達要求は教師の願いでもあり，この願

いを評価活動という行為にこめたのである．「教師が課題を与え．教えて→活動をさせて→ほめて終わる」とい

うサイクルの中で達成感を自覚させる評価活動の原則である．達成できない課題は掲げてはならないという教師

の良心と指導の見通しの適切さが，そこには反映されている．

しかし，子どものトラブルや失敗を恐れて，教師が先回りして，何でも教えてしまってよいわけではない．こ

れでは，子ども自身で解決する機会を奪ってしまうことにもなる．「トラブルやもめごとが起こったときこそ，

子どもが大きく飛躍するチャンスととらえ，・・・子どもに恩いつきり解決をまかせてみることも必要です．教師

が先回りしてトラブルやもめごとを起こさないようにしてしまうことは，子ども自身の解決する力を奪ってしま

うことにもなりますJ2I

子どもの「失敗する権利」「責任をとる権利」を提唱する宮下聡は，この点について次のように述べている．

｢今，「自由イコール放任』だとか，『権利は言うが義務はどうした』などの議論が聞かれます．私はそのどちら

も正しくないと思っています．子どもに自由を保障することは同時に責任をとることを保障することです．その

子の発達にふさわしく責任をとらせることをしない自由はおとなの都合による放任，おとなの怠慢だと思ってい

ます．発達にあった責任をとりきることは，子どもにとっては義務ではなく権利だからです．・・・甘やかすとい

うのは，おとなの都合で子どもに失敗と後始末の体験を保障しないことです」22「責任を取ることが権利である」

という表現がなじみにくいかもしれないが，要するに，自分で決めることが不足し，それゆえに間違いを犯すこ

とが過度に忌み嫌われて，間違いから学ぶ機会も奪われていることへの批判と解することができよう．

主人公とは自分の足で立つ人のことだ，と比楡的に表現するならば，自分の足で立つからこそ，つまずき，失

敗するのである．失敗することのほうが多いとさえいえるし，つまずきは日常茶飯事だといえる．この「つまず

きへの権利」「失敗する権利」を保障することは，「自由の保障」と表裏一体を成している．この権利を保障する

ためには，職場のゆとりも精神的余裕も必要だ，というのが多忙化する現実の本音であろう．この権利を保障す

るため時間的確保は，実践的に緊急の課題であるが，ここでは，「論理の問題」として提起したのである．たと

えば余裕がないからといって，はじめは過保護にしておいて子どもが失敗すると激怒する，ということでは最悪

の事態を招いてしまう．「いじめを出ざないクラスにしよう」という目標を掲げておいて，先回り的にいじめ撲

滅を急ぐならば，もし，いじめが発覚すると，それを答めて終わり，ということにもなりかねない．「荒れた」

クラスを担任した途端に授業妨害が発生すると，それは担任個人の責任だと自責の念を強要してはならないし，

個人の指導力不足として糾弾してはならない．極論を言うならば，いじめという現実からも人権を学ぶ可能性が

あるのだ，といえる．「早期発見」は，精神主義的スローガンに終わることが多い．

「できた」ことだけをほめるならば，「弱者」のいがみ合いと分裂を招く．できた結果だけを見るのではなく，

｢なぜできなかったのか」という原因を探ること，「できなくて悲しんでいる」心情への想像力を高めること，が

必要である．「できない」ことのほうが多いとさえいえるのであり，これも失敗から学ぶことと不可分である．

子どもが「キレかけた」時，人に暴力をふるわず机やイスをけったりすることがある．そのとき「人に当たら

ず，我慢してモノに当たったからよくがんばった」とほめる実践もある．しかし，この場合でも，子どもが我慢

できるようになる前に，まずキレた時に「子どもの声」を聴いていたはずである．まず「キレた」という失敗を

解して，その事実をうけとめて，「暴力」に内在する不満や悲しみを「言語化」させて，次善の解決策を探る，

といったサイクルを歩んでいたはずである．先回りして，「キレないために，○○のことをしよう」と教えてい

たわけではない．

叱るのは後でもできる，まず子どもに聴いてみることから始める．これは実践家の中でよく語られるスローガ

ンである．反省主義では，子どもは育たない．暴力をふるった子どもは，どういう経緯で暴力に至ったのか，自

分では理解できていない．「少年事件」の記録からも明らかなように，事件を起こした「少年」たちは，そのこ

とをきちんと記憶していないことも多い．「少年事件」を取材してきた西山明は，少年たちは「自分でやったこ
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とを説明できれば，おそらく罪を犯すことはなかったのではないでしょうか」と指摘している．言葉による説明

能力を獲得していないからこそ暴力の衝動に向かうしかない．「我慢していることを周りが気づいてくれないこ

とが一番辛かった」と，当事者の少年は当時の心理状態について話してくれる，という．２３

失敗をする権利を保障し失敗から学ぶためには，子どもの「声」を聴くことが不可欠である．それは実践的に

も不可欠であるし，論理的にも子どもを「許容する」「肯定する」「存在そのものを認める，受けとめる」といっ

たことと不可分である．釧「子どもの声を聴いてもらう権利」ということで，保護監察官として「少年犯罪」に

かかわってきた青木信人は，次のように述べている．「自分たちの言動にたいする応答が得られないこと，声を

聴いてもらう権利の剥奪は，声なき声をさらに闇においやり，彼らを見えない衝動のとりこにしてゆく.」25詳

細については，議論されていることも多いので，本稿では論じることはできない．ただ，「聴く」ことから「ほ

める」ことへの回路の重要性だけは指摘しておきたい．

先に子どもの中にストレスが蓄積ざれ自己肯定感が衰退すると，自分を否定する者にたいして防衛的になり攻

撃性が増す，と指摘した「孤立化と拭いがたいくらいの相互不信」である社会の気分について警告を発する芹

沢俊介は，人間の攻撃的感情と自己肯定感の関係について，以下のように指摘している．「内閉的でかつ自己防

衛的になった個人，その結果，私たちは対人関係において異様なくらい敏感になっていったのです．ちょっとし

た言動が，即座に自分に対して侵入的であるとみなしてしまうにいたったのです．言い換えれば，－人ひとりが

容易に被害者感情を表に出し，人に攻撃的になる時代がいま，ということになるでしょう．／家族に対し肯定的

感情を抱けない子どもたちが三人に－人の割合でいるということ，それと同じくらいの数の子どもたちが自己肯

定感を持っていないでいるということが明らかになったのもその頃でした.」２６

人は一般に，苦悩を聴きとられることで自尊心を回復する，といわれる．人生の中で受けてきた理不尽な辛さ

をきちんと受けとめてくれる人がいる，と感じた時に安心する．自分の人生の生き辛さの原因が見えてくること

は，原因不明の苦しさからとりあえず解放きれることになる．それは，自分史という物語の整合性をとりあえず

獲得することである．自分と同じ苦労をしてきた人々の存在を知ることで，自分だけが孤立的に悩まなくてもよ

い，ということに気づく．こうした一連の過程をふんでいくことが重要なのであり，単純に「受容」すればよい

という方法や「癒し」というムード的ことばは警戒すべきであり，慎重に用いねばならない．

ほめる.認める・聴くなどと言うと，それは「甘やかしだ」という反論が直ちに聞こえてきそうであるが，

｢叱らずに子どもが育つわけがない」という声の背後にあるのは，自分の苦労を聴きとってもらえなかった「お

となたちの声」である．たとえば，「経済成長」を支えるために「もっとがんばれる」と努力してきた時代の精

神構造である．「その時代のエネルギーは自分を叱U宅激励するエネルギーでした．それは絶えず自分を否定して，

その苦しみを養分にするような嗜好的な力でした.」27「おまえたちは恵まれすぎている｣，「俺たちはこんなに苦

労してきたのに，おまえたちは甘え過ぎている｣．これらの自己否定から出るエネルギーは，不安エネルギーで

あり，この不安エネルギーに支えられた子どもに対する膨大な「期待という支配」が問題である，というのが家

族論，アダルト・チルドレン（ＡＣ）研究者からの警告である．「甘やかすという言葉は，支配する側が，支配

される側からの反撃を恐れる言葉です.」むしろ，聴きとられなかったおとなの苦労が反転して，子どもたちに

対して怒りとなって向かう，と言ったほうが適切かもしれない．２８

恨みの世代間連鎖を断ちきらねばならない．いわゆる「社会的弱者」である子どもの声は，おとな社会の矛盾

の凝縮である．子どもの「荒れ」と教師の「生き辛さ」がつながっている，と感じとることのできる「寛容」ざ

が求められている．「つながっている」という実感は「競争原理」への関心から生まれる．子どもは「保護きれ

るべき」存在であるから，教師も仕事なので我慢して聞く，というレベルでは徒労を招く．子どもの声を聴くこ

とで，自分の競争原理への囚われを自覚させられ，そういう「自己への関心」が聴くことの原動力となる．たと

えば，「学びからの逃走」をする子どもの苦悩を聴いてみる時，ドリル主義と習熟度別クラスと新自由主義とが

関連づけられるのであり，そこから学力と人格の統一的形成という古典的でかつ現代的な授業の課題が見えてく

るのである．２９

5．「合意」の力と「自己肯定」の感情

端的に言って，「自己肯定感を育てる」「ほめることを第一に」という問いの立て方そのものに問題はないのだ

ろうか．「ほめる」「叱る」より「正しい」「誤り」の評価を，そして，「誤りの指摘を恐れない子を育てたい」と
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いう大西忠治は，とくに教科指導に限ってと断りながら，次のように述ぺている．

「ほめることと叱ることは，根本的には人間に「愛」とは何かを教えることとつながっているように思う.」

「授業においてはほめたり，叱ったりあまりしないようにしている．・・・もっと私が重視するのは，「わるい」

『誤っている』と評価しても，それは『叱られているのではない』ことを感じさせることの大切さである.」

「ほめることは，実はやさしいのである．しかし，まちがいを指摘することはむずかしい．・・・しかし人間は，

まちがうものであり誤るものである．・・・やたらにほめる教師は．．「誤り』を指摘されることを『叱られる』

ことと同一視する状態から成長させない非教育に手を貸していることにもなりかねない」3O

これら文章には，含蓄ある指摘と発展的に敷桁しておくべき視点がこめられている．

第１に，大西自身が「授業において」と話を限定しているように，「真理に対する誠実さ」の問題として受け

とる訓練が重要だ，ということである．これは，知ることで世界が広がる経験，それが自分の偏見を否定すると

いう経験，さらにはその否定されることが苦痛でなくなる経験，といった時間のかかる問題である．

第２に，確認しておくべきは，「悪い」「誤っている」と指摘されても「叱られている」と感じさせない，とい

う主張に関して，「そのためには，教師と子どもとの信頼関係ができていればよいのだ」という回答は不適切で

ある，ということである．教師と子どもとの信頼関係は，指導の前提なのではなく，指導の結果である．信頼関

係ができないと指導が入らないというのであれば，「先生なんか嫌いだ」と反抗する子どもに対して「ざしあた

りは嫌いかもしれないが，お互いにうま〈（平和的に）つき合っていく方法を学ぼうよ」と提案できないことに

なってしまう．「ほめられた」「認められた」つまりは自分をしっかり見てくれる人がいる，という指導・体験の

結果，信頼関係が築かれるのである．

第３に，「誤りを指摘できる」ということは，それを論理的に説明できる力が要請されることでもある．誤り

の指摘であるから，当然反論・拒否も予想されるが，子どもとの対話を介して，それを乗り越えていく力が要請

されるはずである．３’暴力的な子どもに対して，「モノにあたっても友達に手を出ざないから，よく我慢した」

という評価では底が浅い．「君の戦いたい気分，学校秩序に対して怒りたい気持ちは理解できる．しかし，戦う

方法が誤っている」といった内容を対話を介しながら，論理でもって訴えていくほうが高度である．

第４に，「誤っている」という評価が「叱られている」と感じきせない，ということをめざす方向には「誤り」

をのりこえていく活動が構想されている．子どもの自主的判断を求めることは，彼らに「過ちや罪をのりこえさ

せていく」ことだ，といってよい．「ほめる」ことだけでは，教師の価値観に合わせてくれる子どもを想定する

ことになる．先に述べた「失敗する権利と責任をとる権利」の問題と重なってくるのだが，子ども自らの決断を

尊重しながら，その成果は評価しつつも，失敗からも学べる力を育てようとしている．３２この間題は，「指導'性

と自主性」の関係をめぐって，いっそうの検討を要すると思われる．

第５に，自己肯定感と合意形成とのレベルのちがい，性格のちがいである．自己肯定感は「主観的」レベルの

ものであり，第一義的には「感情・心情」の問題であるのに対して，「合意」「説得」「対話」とは「客観的」な

指導技術に属するものであり，育てるべき「力・能力」の問題である．もとより，感情を豊かにすることは，そ

れとしてきちんと探求きれるべき独自な課題である．３３実践的に「自己肯定感」が主張きれる場合，基本的信頼

感とか安心感とかの獲得と結びつけて，実践の出発点という役割を与えられる．先の引用で「ほめることは，愛

とは何かを教えることだ」という趣旨の文章を引用した．愛を論じるには慎重でなければならないが，「自分を

みてくれている」「見捨てられていない」という感情が基本的信頼感の基礎となるであろう．誤解のないよう付

言すれば，「見捨てない.見捨てられない」ということも，論理的には，究極の方向目標であり，相手から十分

に納得されるほど，容易には達成できないのである．

論理的には，「合意」形成が「ほめる」を内包する．あるいは，「説得」が「評価活動」の上位にあるといって

よい．「ほめる」ことは，動機づけや意欲づけの重要不可欠の手段である．感情・情動といったパトス的側面へ

の働きかけである．もとより，「ほめる」ことを通して具体的な行動のねうちを教え，具体的行動へと励ますこ

ともできる．「わからない」をつぶやいたことは授業展開に役立つ，と評価する場合など，典型事例には事欠か

ない．しかし，なぜこの活動をするのかという意味を提案し，具体的にどう進めればよいのかという手順を示し，

できそうだという見通しを与える，といった複雑な語りかけの要素が，説得や合意に含まれているからである．

そこには，論理と筋道というロゴス的要素が不可欠である．

いま，やや強引に，合意と評価の関係を規定したが，どちらが高級か，という上下関係の問題ではない．実践

においては，評価活動も合意形成も不可欠である．「ほめるか合意か」という二者択一ではなく，これらの指導

行為がなきれたことで子どもの中に「自己内対話（自己格闘，内面葛藤)」がいかにしてひき起こされるか，が
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問われるぺきである．ほめられて単純にうれしい，提案されたことを無媒介に受け入れる，のではない．ほめら

れる.提案きれる内容のもつ意味が，子どもに考えられているかどうかである．そのことが，指導が受け入れら

れたかどうかの鍵なのである．
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